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幕
末
日
露
交
捗
史
の
一
考
察

幕

末

日

露

交

渉

史

の

一、
カ
ラ
フ
ト
島
の
由
来

的
カ
ラ
フ
ト
島
々
名
の
由
来

我
国
の
古
文
献
に
つ
い
て
み
る
に
東
北
（
関
東
以
北
）
の
地
を
エ
ミ
シ
或

は
エ
ピ
ス
と
呼
ん
で
い
る
。
し
か
し
今
日
い
う
と
こ
ろ
の
樺
太
島
に
つ
い
て

の
そ
れ
で
は
な
く
徳
川
時
代
初
期
に
な
っ
て
も
未
だ
我
が
国
人
の
未
踏
の
地

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
文
化
五
年
七
月
カ
ラ
フ
ト
奥
地
探
検
の
幕
命
を
受
け

た
間
宮
倫
宗
が
、
そ
の
調
査
報
告
の
中
で
カ
ラ
フ
ト
と
い
う
呼
称
の
来
由
を

島
民
に
尋
ね
た
と
こ
ろ
知
る
者
な
く
、
只
蝦
夷
島
と
い
う
こ
と
の
み
が
知
ち

『

η
L
】

れ
た
と
あ
り
、
ガ
ラ
フ
ト
は
松
前
方
言
で
カ
ラ
（
麿
、
凶
作
間
）
フ
ト
（
引
い
）
）

で
、
即
ち
外
国
人
（
亦
は
唐
人
）
が
住
寸
る
と
こ
ろ
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

カ
ラ
フ
ト
と
い
ろ
呼
称
は
松
前
の
者
が
言
っ
た
も
の
で
、
我
国
の
支
配
の
及

ば
な
い
地
、
山
丹
人
と
松
前
人
と
が
交
易

L
て
よ
り
呼
ぴ
習
し
た
も
の
で
あ

ろ
う
と
い
う
の
が
妥
当
の
よ
う
で
あ
る
。

文
化
六
年
二
八

O
九
）
六
月
に
至
り
、
幕
府
は
正
式
に
カ
ラ
フ
ト
島
を

｛

S
9
｝ 

初
め
て
北
蝦
夷
と
呼
ぶ
こ
と
に
決
定
し
た
の
で
あ
っ
た
。
が
そ
の
後
も
唐
太

七
八

考

察

i ．．
 

，a
・・，
a
，F 

茂

雄

回

（

5
） 

或
は
北
蝦
夷
の
両
方
の
呼
称
が
使
用
さ
れ
た
模
様
で
あ
る
。

制
カ
ラ
フ
ト
は
中
国
の
領
土
で
あ
っ
た
か

我
が
国
人
が
カ
ラ
フ
ト
島
に
渡
っ
た
初
め
は
、
や
は
り
松
前
藩
人
で
あ
っ

た
ろ
う
。
松
前
誌
に
よ
る
と
寛
永
十
二
年
に
家
臣
佐
藤
嘉
茂
左
衛
門
、
嶋
崎

蔵
人
を
し
て
カ
ラ
フ
ト
を
探
検
せ
し
め
て
い
る
。
彼
の
両
人
は
ウ
ツ
シ
ヤ
ム

（
白
主
附
近
）
に
渡
っ
た
の
み
で
あ
っ
て
、
是
の
以
前
に
つ
い
て
は
知
る
こ

（

6
） 

と
が
で
き
な
い
。
そ
の
後
同
審
家
圧
を
し
て
再
度
探
検
を
試
み
て
い
る
よ
う

『

n
d
』

で
あ
る
。
し
か
し
此
の
島
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
は
幕
府
の
派
遣
者
を
ま
た

ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

で
は
そ
れ
以
前
に
カ
ラ
フ
ト
島
を
支
配
し
た
国
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
、

『
辺
要
件
界
関
考
』
に
よ
る
と
、
「
一
七
二
八
年
以
前
よ
り
満
洲
に
属
L
」

（

8
） 

て
い
た
こ
と
が
オ
ラ
ン
ダ
の
警
に
記
載
さ
れ
て
い
る
と
あ
り
、
ま
た
間
宮
倫

宗
が
カ
ラ
フ
ト
島
を
探
検
し
た
際
に
島
民
よ
り
聞
い
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、

「
往
昔
満
洲
に
入
貢
」
し
て
お
っ
た
よ
う
で
、
早
く
よ
り
満
洲
と
交
易
を
行

（

9
） 

っ
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
し
て
カ
ラ
フ
ト
島
奥
地
で
は
満
洲
よ
り
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ハ
ラ
タ
（
酋
長
）
、
カ

l
シ
ン
タ
（
次
長
）
等
に
任
命
せ
ら
れ
た
者
が
そ
の
土

（
印
〉

地
々
々
の
支
配
者
と
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
っ
た
。
し
か
し
酋
長
ヌ
ラ
タ
）

が
満
洲
よ
り
任
命
さ
れ
て
な
っ
た
と
い
う
こ
と
の
真
偽
の
程
は
明
ら
か
で
は

な
い
に
し
て
も
、
倫
宗
の
探
検
中
に
知
り
得
た
実
情
は
右
の
よ
う
な
も
の
で

あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
我
国
よ
り
も
以
前
に
満
洲
の
支
配
が
あ
っ
た
の
で

は
あ
る
ま
い
か
。

（註）（
l
）
日
本
書
紀
応
神
天
皇
三
年
十
月
の
粂
「
東
蝦
夷
悉
朝
貢
。

即
役
一
－蝦
夷
－
而
一
式
々

。」
同
じ
く
、
静
明
天
皇
九
年
三
月
の
条
「
撃
ニ

蝦
夷
一
犬
敗
以
悉
揮
。
」
（
2
）（
3
）
北
門
叢
書
所
収
、
北
蝦
夷
図
説

巻
一
（
4
）
問
書
。
及
び
北
夷
談
第
四
巻
。
（
5
）
唐
吹
田
記
。
鈴

木
重
備
費
（
安
政
七
年
庚
申
年
E
月
発
免
）
（
6
）（
7
）
松
前
誌

（8
）
近
藤
芭
斎
金
集
巻
一
所
収
、
辺
要
分
界
図
考
巻
之
三
（
9
）

（
凶
）
北
門
叢
書
所
収
、
北
蝦
夷
図
説
巻
一

二
、
露
国
の
ジ
ベ
リ
ア
及
東
方
進
出
の
由
来

一
五
三
三
年
に
即
位
し
た
イ
ワ
ン
四
世
（
同
司
自
凶
）
は
タ
タ
l
ル
（
寸
丘
町
ロ
ー

さ
と
の
清
算
を
推
進
し
た
。
一
五
五
二
年
モ
ス
ク
ワ
軍
は
カ
ザ
ン
（
開
制
N
E

B
－
）
を
攻
略
し
、
一
五
五
四
年
か
ら
一
五
五
七
年
に
は
ア
ス
ト
ラ
ハ
ン
（
K
H
1

2
5
E
g
E）
を
占
領
L
、
東
方
へ
発
展
の
足
場
を
つ
く
っ
た
。
一
五
八
二

年
富
裕
な
ス
ト
ロ
ガ

l
ノ
フ
（

2
5窓口
o
i
3
一
家
の
資
金
に
よ
っ
て
援

助
さ
れ
た
エ
ル
マ

l
ク
（
開
H
H
H
H
m
w
w

寸
ω山
富
三
巴
）
は
コ
サ
ッ
ク
部
隊
を
率

い
て
タ
タ

l
ル
人
を
征
服
L
て
シ
ビ
ル
（
わ

g
町
一
）
に
入
城
し
た
。
斯
く
し

て
東
方
へ
の
進
出
は
行
わ
れ
る
に
至
っ
た
。
し
か
し
北
太
平
洋
探
検
が
行
わ

れ
る
の
は
一
七
二
五
年
ピ
ョ

l
ト
ル

G
Z
2
）
大
帝
の
晩
年
の
事
業
で
あ

る
。
即
ち
大
帝
が
崩
御
に
先
立
つ
三
週
間
前
一
七
二
万
年
一
月
ベ

i
リ
ン
グ

幕
末
日
露
交
捗
史
の
一
考
察

に
次
の
よ
う
な
命
令
書
を
送
っ
た
。

一
、
カ
ム
チ
ャ
ツ
カ
或
は
そ
の
方
面
の
何
処
か
に
お
い
て
一
隻
乃
至
二
隻

の
甲
板
を
備
え
た
船
を
建
造
す
べ
し
。

二
、
右
の
船
を
操
り
、
北
方
に
延
び
た
る
陸
地
に
沿
っ
て
進
航
す
べ
し
、

こ
の
陸
地
は
（
何
人
も
そ
の
端
を
知
ら
ず
と
錐
も
）
思
う
に
、
や
が
て

ア
メ
リ
カ
の
一
部
と
な
る
べ
し
。

三
、
よ
っ
て
右
陸
地
は
何
処
に
て
ア
メ
リ
カ
に
境
し
お
る
や
を
索
ね
、
且

つ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
領
有
し
て
い
る
都
市
ま
で
航
行
す
べ
し
、
即
ち
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
船
に
出
会
は
Y
、
そ
の
辺
の
海
岸
は
何
と
称
せ
ら
ろ
〉
や
を
聴

取
し
、
こ
れ
を
書
き
と
め
、
ま
た
自
ら
も
上
陸
し
て
実
地
調
査
書
を
作

成
し
、
こ
ね
を
地
図
に
収
め
て
、
帰
還
の
途
に
就
く
べ
し
、

と
、
ア
ジ
ア
、
ア
メ
リ
カ
両
大
陸
の
接
続
問
題
、
ア
ニ
ア
ン
海
峡
の
存
否
の

（

3
） 

探
検
に
あ
っ
た
。
斯
く
て
ベ

l
リ
ン
グ
は
こ
の
命
令
書
を
受
取
る
や
早
速
探

検
の
事
業
に
着
手
し
、
言
語
に
絶
す
る
苦
難
と
闘
い
な
が
ら
調
査
を
続
け
、

，
五
年
の
歳
月
を
費
し
て
、
ア
込
ア
大
陸
は
ア
メ
リ
カ
大
陸
に
接
続
し
て
い
な

（

4
） 

い
こ
と
を
認
め
て
帰
還
し
た
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
露
国
政
府
部
内
で
は
大
帝
の
命
令
に
よ
っ
て
委
任
さ
れ
た
任
務
を

完
遂
し
な
か
っ
た
と
観
察
す
る
者
が
多
か
っ
た
の
で
、
一
七
三

O
年
ベ

i
リ

ン
グ
は
再
度
の
探
検
の
計
画
を
提
出
、
一
七
三
三
年
に
化
学
物
浬
学
者
、
史

学
地
理
学
者
、
天
文
学
者
、
測
地
学
者
等
々
五
七

O
人
が
参
加
し
て
大
規
模

な
探
検
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
結
果
的
に
は
所
期
の
目
的
は
達
成
は
さ

（

6
） 

れ
得
な
か
っ
た
。
こ
の
探
検
に
よ
っ
て
露
国
政
府
の
商
業
貿
易
政
策
上
に
強

い
影
響
を
及
ぼ
し
、
露
国
々
民
の
商
業
精
神
に
方
向
を
与
え
る
に
至
っ
た
点

に
お
い
て
実
に
重
大
な
る
意
義
を
有
す
る
。

七
九
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幕
末
日
露
交
渉
史
の
一
考
察

こ
の
よ
う
に
シ
ベ
リ
ア
を
経
由
L
て
太
平
洋
に
進
出
し
た
露
国
は
、

O
二
年
に
至
り
大
西
洋
廻
り
の
南
太
平
洋
航
行
を
計
画
し
た
。

一
八
O
二
年
八
月
ク
ル

i
ゼ
ン
ス
テ
ル
ン
（
kvam－－
E
】

o
r
n
H
S
〈。ロ

M
Q

5
0
2
z
g）
は
指
揮
官
に
任
命
さ
れ
、
そ
の
訓
令
に
、

（
前
略
）
サ
ン
ド
ウ
ィ
ツ
チ
（
印
刷
凶
ロ
己
認
R
F）
諸
島
の
附
近
に
お
い
て
ナ
デ

ジ
ュ
ダ
号
（
Z
m仏
m
w
N
V
門
官
）
は
、
不
ヴ
（
Z
o
d
S）
号
と
わ
か
れ
、
そ
れ
よ
り

長
崎
に
向
っ
て
航
路
を
と
り
（
略
）

と
太
平
洋
の
探
検
に
加
え
て
、
日
本
へ
廻
航
す
べ
き
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い

（

7
） 

た
。
斯
く
て
ナ
デ
ジ
ュ
ダ
号
は
一
八

O
三
年
八
月
日
本
に
向
け
出
航
、
同
年

十
月
八
日
夕
刻
使
節
レ
ザ
ノ
フ
（
Z
停
。
宮
山
ヨ
ユ

g
己
古
r
p
w
N
R
S
q）
を

乗
せ
て
長
崎
港
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
使
節
の
持
ち
来
っ
た
書
翰
は
交
易
通

信
を
聞
き
た
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
が
、
我
国
と
し
て
は
、
交
易
通
信
を

必
要
と
し
な
い
こ
と
、
ま
た
そ
れ
は
国
禁
で
あ
る
と
し
て
再
び
来
る
こ
と
を

（

8
） 

固
く
断
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

か
く
て
ナ
デ
ジ
ュ
ダ
号
は
一
路
北
進
を
続
け
、
一
旦
カ
ム
チ
ャ
ツ
カ
に
寄

港
、
翌
年
千
島
列
島
の
調
査
に
乗
出
し
、
第
十
四
、
五
島
即
ち
羅
処
和
諸
島
、

計
吐
夷
島
を
発
見
し
た
の
で
あ
っ
た
。
続
い
て
サ
ハ
リ
ン
（
樺
太
）
北
沿
岸

及
び
北
西
岸
を
調
査
し
た
が
、
潮
流
及
強
風
の
為
南
下
し
得
ず
、
「
サ
ハ
リ

ン
は
一
つ
の
水
道
に
よ
っ
て
分
れ
て
い
る
」
と
推
論
し
て
帰
途
に
つ
い
た
の

（
刊
）

で
あ
っ
た
。
我
が
間
宮
倫
宗
の
樺
太
探
検
の
前
年
で
あ
る
。

（註）（
l
）（
2
）
K
H

・
〈
・
開
巴
B
。ぐ】
N
Z
S
Z同町ロ
ωωErrbwω
句。色町
l

Z
C
ロ
ω
斗
再
開

5
5

。－8
8
0
宮
g
w
S
S
A
F∞・
ω可
怠
・

（3
）
カ
ム
チ
ャ
ツ
カ
発
見
と
ベ

l
y
ン
グ
探
検
エ
リ
・
エ
ス
・

ベ
ル
グ
著
九
四
頁
、
五
一
頁
（
4
）
問
書
一

O
一
頁
（
5
）

l¥ 

0 

!¥. 

同

書

一

四

一

頁

（

6
）

同

書

三

O
二
頁
（
7
）
異
国
叢

書
、
グ
ル
ウ
ゼ
ン
シ
ユ
テ
ル
ン
日
本
紀
行
下
巻
四
三
九
頁
羽
仁

五
郎
訳
（
8
）
通
航
一
覧
巻
七
一
九
主
頁
国
書
刊
行
会
本

（9
）
異
国
叢
書
ク
ル
ウ
ゼ
ン
シ
ユ
テ
ル
ン
日
本
紀
行
上
巻
四

一
八
頁
羽
仁
五
郎
訳
（
山
）
同
書
下
巻
九
一
頁

一
二
、
幕
府
の
北
方
対
策
の
経
緯

前
述
し
た
よ
う
に
露
国
が
次
第
に
シ
ベ
リ
ア
東
方
に
進
出
し
て
よ
り
、
我

国
北
方
方
面
に
も
南
下
し
迫
り
つ
つ
あ
る
時
、
松
前
藩
に
お
い
て
は
こ
の
事

情
に
つ
い
て
は
ひ
た
か
く
し
に
し
、
幕
府
に
知
ら
れ
ぬ
よ
う
力
め
て
い
た
よ

（

1
）

唱

う
で
、
幕
府
が
北
辺
の
急
な
る
を
知
ら
さ
れ
た
の
は
明
和
八
年
彼
の
フ
ォ
ン

．
ベ
ニ
ヨ

i
ヴ
ス
キ
l
（足。

zzkpcぬ
己
主
〉

E
a
R
C
S片
ぐ
。
ロ
∞
σ
ロ
a

吋

O
S
N
W
M『
）
が
、

長
崎
商
館
に
書
を
送
り
、
阿
波
国
海
岸
に
寄
泊
し
た
時
の

厚
遇
の
謝
礼
と
、
北
方
に
お
け
る
急
を
報
じ
た
。

（
前
略
）
必
定
考
候
は
、
来
歳
に
至
り
て
は
、
松
前
の
地
其
外
近
所
之
島

々
江
手
を
入
僕
事
に
相
間
へ
候
、
此
等
之
地
は
、
赤
道
以
北
四
十
一
度
三

十
八
分
に
測
量
を
得
候
也
、
制
一
闘
い
」
医
院
一
約
四
問
川
畑
山
ー
ト
控
訴
一
一
一
時
一
院

鮪
一
付
随
て
カ
ム
シ
カ
ツ
テ
カ
之
近
所
、
ク
ル
リ
イ
ス
と
申
島
柏
戸
川
川

和
町
一
紅
一
様
相
ぷ
柄
欄
叫
ん
臥
一
伝
組
問
棚
江
砦
を
築
き
武
具
等
を
込
寄
候
、
件
之

次
第
ホ
l
ゴ
ヱ

l
テ
レ
ン
ス
に
対
し
、
剛
院
V
7附
机
十
一

rμ
九一恥一日
ιyw
一py」

脚
も
不
隠
置
告
知
せ
度
候
得
共
、
如
斯
書
を
通
し
候
事
、
元
来
厳
敷
リ
ユ

ス
国
之
族
等
禁
申
候
、
今
愛
に
信
を
尽
し
候
儀
を
以
、
朋
友
に
も
被
比
俣

儀
希
候
、
旦
ヱ
ヲ
ロ
ツ
パ
之
人
物
に
侯
故
之
事
に
候
、
私
に
云
、
貴
邦
よ
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り
船
を
被
出
置
、
其
宝
口
を
防
き
給
れ
か
し
と
謹
て
告
報
候
。

千
七
百
七
十
一
年
ユ

i
リ
イ
廿
日

ウ
シ
マ
に
お
い
て

バ
ロ
ン
モ
リ
ッ
ア
ラ
ア
タ
ル
ハ
ン
ベ
ン
ゴ
ロ
フ

大
略
以
上
の
よ
う
な
訳
文
が
幕
府
に
も
た
ら
さ
れ
た
。
そ
の
意
図
に
つ
い

て
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
初
め
て
北
方
に
つ
い
て
の
警
告
を
知
ら
さ
れ
た

の
で
あ
っ
た
。

安
政
七
年
六
月
に
は
露
国
船
は
蝦
夷
地
ノ
ツ
カ
マ
プ
に
渡
来
し
、
書
簡
及

び
贈
物
を
出
し
、
通
商
を
請
う
る
に
至
っ
た
。
松
前
幕
吏
新
田
大
八
、
工
藤

八
百
右
衛
門
等
は
明
年
返
答
す
ぺ
く
約
し
て
立
去
ら
し
め
た
が
、
翌
八
年
八

月
ア
ツ
ケ
シ
に
て
露
人
に
会
し
、
国
禁
の
交
易
は
出
来
な
い
と
返
答
し
て
帰

帆
せ
し
め
た
の
で
あ
っ
た
。

此
の
よ
う
に
露
人
は
頻
り
に
北
辺
に
現
わ
れ
て
い
た
に
も
拘
ら
ず
、
松
前

藩
は
こ
れ
ら
露
人
の
南
下
に
対
し
て
の
防
備
に
無
為
で
、
北
方
の
事
情
に
つ

（

4
） 

い
て
は
幕
府
に
知
ら
れ
ぬ
よ
う
に
し
て
い
た
よ
う
で
あ
っ
た
。

し
か
し
田
沼
閣
老
時
代
に
至
り
『
赤
蝦
夷
風
説
考
』
世
に
出
る
に
及
ん
で

幕
府
は
幕
吏
を
派
遣
す
る
こ
と
に
決
し
、
天
明
五
年
山
口
鉄
五
郎
高
品
、
巷

原
弥
六
宜
方
、
佐
藤
玄
六
郎
行
信
、
青
島
健
蔵
政
教
等
を
し
て
国
後
、
カ
ラ

フ
ト
、
ヱ
ト
ロ
フ
等
の
諸
島
に
至
る
ま
で
調
査
せ
し
め
た
の
で
あ
っ
た
。
こ

の
調
査
に
よ
っ
て
北
方
の
地
理
に
つ
い
て
詳
し
く
さ
れ
、
亦
露
人
の
頻
り
に

南
蝦
夷
地
近
き
島
々
ま
で
進
出
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
あ

っ
た
。
然
る
に
田
沼
意
次
の
失
脚
に
よ
ワ
て
蝦
夷
地
経
営
調
査
は
一
日
一
中
止

と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
田
沼
に
替
っ
て
松
平
定
信
が
老
中
の
首
悩
に
な
り
、

そ
の
翌
々
年
寛
政
元
年
に
国
後
島
及
び
キ
イ
タ
ヅ
プ
場
所
に
お
い
て
、
島
民

幕
末
日
露
交
渉
史
。
一
考
察

（

6
〉

の
暴
動
が
起
り
、
こ
の
報
江
戸
に
達
す
る
や
、
松
平
定
信
も
ま
た
蝦
夷
地
経

営
防
備
の
緊
要
を
痛
感
き
せ
ら
れ
た
に
相
違
な
い
。
斯
く
し
て
寛
政
一
二
、
四

年
の
二
年
に
わ
た
っ
て
再
び
東
館
一
夷
地
よ
り
千
島
カ
ラ
フ
ト
島
を
調
査
せ
し

め
た
。
そ
の
結
果
露
人
が
頻
り
に
進
出
し
て
来
て
い
る
の
に
、
松
前
藩
は
北
辺

の
防
備
に
つ
い
て
全
く
為
す
術
を
知
ら
な
い
と
云
っ
た
実
情
が
判
明
し
た
。

同
年
九
月
に
は
露
国
使
節
ア
ダ
ム
・
ラ
ク
ス
マ
ン
（

1
1
3〈

g
u
s－

EM）
が
根
室
港
に
渡
来
を
み
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

（

8
〉

寛
政
六
年
に
は
得
撫
島
に
露
国
人
六
十
人
程
上
陸
し
て
永
住
を
計
画
し
、

松
前
審
の
目
前
に
露
国
の
根
拠
地
は
進
出
し
て
来
た
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て

北
方
経
営
を
ひ
と
り
松
前
審
に
任
せ
て
お
く
事
は
「
終
に
は
国
家
の
後
弊
を

宍
す
ま
じ
き
に
も
あ
ら
ず
〕
9
U

し
て
、
幕
閣
戸
田
采
女
正
、
松
本
伊
豆
守
等

は
協
議
し
、
蝦
夷
地
経
営
の
事
に
決
し
た
の
で
あ
る
。
即
ち
東
蝦
夷
地
浦
河

よ
り
北
の
方
知
床
を
限
り
、
誌
の
余
の
属
島
ま
で
を
寛
政
十
一
年
よ
り
七
ケ

（叩）

年
の
閉
幕
府
直
轄
地
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
目
的
は
露
国
が
次
々
に
千

島
を
南
進
し
て
来
た
の
に
対
し
て
、
国
防
上
か
ら
行
わ
れ
た
も
の
で
、
特
に

（
日
）

重
要
な
地
は
択
捉
島
国
後
島
で
あ
っ
た
。
択
捉
島
は
十
里
を
隔
て
得
撫
島
が

あ
り
、
こ
の
島
に
は
既
に
露
国
人
が
永
住
し
て
居
っ
た
の
で
あ
る
が
、
幕
府

の
露
国
人
に
対
し
て
の
措
置
は
慎
重
で
あ
っ
た
。
即
ち
、

「
異
国
人
共
彼
島
に
来
た
り
居
る
の
は
松
前
審
の
政
事
届
か
ざ
る
に
よ
る

の
で
あ
り
、
強
い
て
退
く
べ
し
と
命
じ
て
、
引
受
け
な
い
と
云
っ
て
手
荒

に
す
べ
き
で
は
な
い
。
官
吏
共
を
遣
し
て
応
対
さ
せ
交
易
は
国
禁
で
あ
る

・こ
と
を
諭
し
、
交
易
の
道
を
断
ち
、
暫
く
模
様
を
み
る
べ
し
」
と
云
う
態

（ロ）

度
で
あ
っ
た
。

一
方
幕
府
は
北
方
の
重
大
性
に
鑑
み
享
和
二
年
二
月
廿
ゴ
一
日
東
蝦
夷
地
を

/¥.. 
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幕
末
日
露
交
渉
史
の
一
考
察

永
久
上
地
と
す
る
こ
と
議
ね
）
文
化
四
年
三
月
廿
二
日
に
は
蝦
夷
地
一
円

上
地
と
す
る
こ
と
を
達
し
、
蝦
夷
地
経
営
防
備
に
大
い
に
意
を
用
い
た
の
で

あ
っ
た
が
、
文
化
年
度
に
入
り
露
国
船
は
久
春
古
丹
め
番
所
、
或
は
択
捉
島

ナ
イ
ボ
の
番
所
を
襲
い
て
是
れ
を
焼
払
い
、
番
人
を
連
れ
去
る
等
の
乱
暴
を

行
う
と
云
う
事
件
が
頻
々
と
起
り
、
南
部
津
軽
藩
の
援
軍
を
求
め
る
等
し
て

そ
の
防
備
を
強
め
た
。

幕
府
も
北
方
の
経
営
防
備
に
莫
大
な
経
費
を
費
し
て
そ
の
任
に
当
っ
た
の

で
あ
る
が
、
そ
の
効
果
は
充
分
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
、
一
方
蝦
夷
地
警
固

に
当
っ
た
南
部
、
津
洋
羽
藩
は
出
兵
に
よ
る
出
費
多
く
藩
財
政
も
困
窮
す
る

と
云
っ
た
有
様
で
あ
っ
た
。

文
政
四
年
十
二
月
七
日
に
至
り
幕
府

ι突
液
清
志
摩
守
章
広
に
、
松
前

蝦
夷
地
一
円
を
旧
領
に
還
付
し
た
の
で
あ
っ
た
。

（註）（
1
）
河
野
常
吉
「
安
永
以
前
松
前
藩
と
露
人
と
の
関
係
」
史
学
雑

誌
二
七
続
六
号
。
北
海
道
志
巻
之
一
二
ご
（
2
）
通
航
一
覧
巻
八

二
三
三
頁
。
国
書
刊
行
会
本
。
近
藤
芭
斎
金
集
所
収

d

辺
要
分
界
図

考
巻
之
四
（
3
）
通
航
一
覧
巻
七
八
六
頁
、
（
4
）
続
々
群
書

類
従
四
巻
所
収
休
明
光
記
一
巻
国
書
刊
行
会
本
、
（
5
）

通

航
一
覧
巻
八
、
三
ご
四
頁
（
6
）
同
書
巻
八
、
＝
二
九
頁
。

北
海
道
志
巻
之
十
六
「
政
治
」
（
7
）
通
航
一
覧
巻
七
九
一
頁
！

九
八
頁
（
8
）
同
書
巻
七
九
九
頁
。
涯
藤
正
斎
金
集
、
辺

要
分
界
図
考
巻
四
（
9
）
（
印
）
（
日
）
続
々
群
書
類
従
巻
四
、
休
明

光
記
巻
一
（
ロ
）
（
日
）
同
巻
三
（
U
）
同
巻
七
。
（
時
）

通
航
一
覧
巻
七
、
二
一
七
頁
、
＝
一
四
三
頁
、
三
五
三
頁
、
三
宅

O
頁

（
時
）
問
書
巻
七
三
七

O
頁
（
臼
）
問
書
巻
八
、
＝
一
二
三
頁

i¥ 

四
、
日
露
国
境
談
判
の
経
緯

使
節
レ
ザ
ノ
フ
我
国
に
渡
来
し
て
よ
り
約
半
世
紀
の
間
露
国
は
西
欧
列
強

と
の
事
変
に
忙
殺
さ
れ
て
、
東
方
進
出
の
余
力
を
持
ち
合
せ
な
か
っ
た
よ
う

で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
ア
ジ
ア
北
方
へ
の
政
策
は
忘
れ
ら
れ
て
い
た
の
で
は

な
か
っ
た
。
即
ち
一
八
四
九
年
（
嘉
永
二
年
）
露
国
海
軍
中
佐
ネ
ヴ
ェ
リ
ス

コ
イ
は
間
宮
海
峡
の
存
在
を
確
認
し
、
－
八
五
三
年
に
は
久
春
古
丹
に
上
陸

（

1
〉

し
此
処
に
根
拠
地
を
建
設
す
る
と
云
う
状
態
で
再
び
蝦
夷
地
に
風
雲
急
を

告
げ
る
時
、
嘉
永
六
年
六
月
二
日
（
一
八
五
三
年
）
に
は
、
米
国
使
節
ペ
リ

！
（
ヨ
・
。
・

M
M
0
3
5
浦
賀
に
波
来
し
て
修
交
を
求
め
開
港
を
追
っ
た
の
で
あ

（

2
） 

っ
た
。
幕
府
は
事
態
の
容
易
な
ら
ざ
る
に
驚
き
、
鎖
国
開
港
何
れ
に
す
る
か

の
意
見
一
致
を
み
ざ
る
う
h
、
そ
の
一
ヶ
月
後
に
は
露
国
使
節
プ
チ
ャ
ー
チ

ン
（
問
ロ
句

E
E
g
可
。
ロ
己
主

5
）
は
軍
鑑
パ
ル
ラ
ダ
（
円
包
】
史
ぜ
）
号
他

三
艇
と
共
に
七
月
十
七
日
長
崎
港
に
入
港
し
た
の
で
あ
っ
た
。
十
九
日
に
露

国
使
節
は
長
崎
奉
行
大
沢
喪
後
守
に
書
を
送
り
、
此
度
渡
来
し
た
こ
と
の
趣

旨
、
及
び
何
処
に
て
露
国
外
務
大
臣
、
不
ヅ
セ
ル
ロ

l
デ
（
Z
o
g巴
H
o
e）
よ

り
の
書
翰
を
渡
す
べ
き
か
、
書
翰
の
主
旨
は
「
専
大
切
と
考
候
は
和
平
之
事

に
御
座
候
、
敢
而
通
商
之
利
益
を
貧
候
」
こ
と
で
は
な
い
こ
と
、
露
国
皇
帝

の
志
願
と
す
る
所
は
、

一
、
両
帝
国
の
境
界
を
定
む
る
こ
と
、

二
、
日
本
国
の
内
何
れ
の
湊
な
り
と
も
、
魯
西
亜
臣
民
の
往
来
を
許
し
、

交
易
せ

L
め

ん

こ

と

、

、

J

と
要
求
し
速
か
な
、
回
答
を
求
め
た
も
の
で
あ
ヴ
た
。
こ
れ
に
対
す
る
幕
閣

並
に
諸
藩
の
意
見
は
賛
否
両
論
に
別
れ
決
す
べ
く
も
あ
ら
ず
、
一
方
使
節
は
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再
度
に
わ
た
り
回
答
を
求
め
、
九
月
一
日
に
至
る
や
長
崎
奉
行
に
書
を
送
り
、

「
（
前
略
）
若
無
余
儀
事
あ
り
て
、
事
の
成
ら
ざ
る
時
ハ
、
一
旦
乗
り
来

る
所
の
海
舶
を
発
し
、
退
で
後
謁
見
の
旅
具
を
整
へ
、
境
界
議
談
の
然
る

べ
き
を
候
っ
て
至
る
べ
し
一
巧
」
「
事
の
通
ぜ
ざ
る
時
ハ
、
即
時
に
江
戸

に
至
り
て
議
談
す
べ

L
云
々
」

と
回
答
を
迫
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
九
月
三
日
に
は
糧
食
を
持
き
ん
た

め
に
上
海
に
向
う
と
云
う
有
様
で
、
使
節
の
行
動
に
は
落
着
が
な
か
っ
た
。

当
時
露
国
は
英
仏
と
戦
争
状
態
に
あ
り
、
西
欧
の
事
情
を
知
る
た
め
と
、
英

艦
隊
の
動
向
を
伺
う
事
の
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
た
模
様
で
あ
る
。

幕
府
は
十
月
八
日
に
至
り
大
目
付
筒
井
肥
前
守
、
川
路
左
衛
門
尉
、
目
付

荒
尾
土
佐
守
、
儒
者
古
賀
謹
一
等
を
派
遣
し
て
露
使
応
接
の
任
に
当
ら
し
め

る
こ
と
に
決
し
、
ま
た
露
国
使
節
へ
の
回
答
書
は
十
月
十
五
日
に
そ
の
草
案

が
成
っ
た
模
様
で
あ
る
。
即
ち
、
「
（
前
略
）
辺
地
界
自
の
儀
は
、
此
方
に

て
は
、
随
分
相
分
り
兼
候
儀
に
も
無
之
候
へ
ど
も
、
貴
国
に
て
是
非
不
分
明

に
被
申
候
ハ
ぐ
、
此
方
に
て
も
、
辺
土
の
大
名
に
位
と
申
付
、
吟
味
を
加
へ

、
其
上
に
て
」
取
決
め
に
し
た
い
。
し
か
し
直
に
は
確
定
し
難
き
こ
と
を
述

ア
O
』

べ
た
も
の
で
あ

っ
た。

一
方
露
国
使
節
は
十
月
八
日
再
び
書
を
老
中
に
送
り
「
国
境
の
議
を
評
議

す
る
に
当
り
、
千
島
諸
島
は
露
国
に
属
す
」
と
し
唯
、
「
ヱ
ト
ロ
フ
島
の
み

は
日
本
漁
民
も
雑
り
住
ん
で
い
る
の
で
、
両
国
の
何
れ
に
属
す
る
か
に
つ
い

て
会
議
を
開
い
て
定
め
た
い
」
と
し
、
ま
た
カ
ラ
フ
ト
島
に
つ
い
て
は
、
カ

ラ
フ
ト
島
の
南
部
ア
ニ
ワ
港
に
来
る
日
本
人
は
寡
少
で
あ
る
か
ら
、
カ
ラ
フ

ト
島
も
亦
露
国
支
配
の
地
で
あ
る
と
し
て
、
国
境
問
題
は
一
方
的
た
見
解
を

（

7
） 

表
明
し
て
来
た
の
で
あ
っ
た
。

応
接
掛
が
長
崎
に
到
着
し
た
の
は
十
二
月
十
日
、
斯
く
て
十
四
日
に
は
使

幕
末
日
露
交
渉
史
の
一
考
察

節
と
始
め
て
会
見
し
、
我
が
応
接
掛
筒
井
、
川
路
の
両
特
使
は
、
千
島
に
関

し
て
は
ヱ
ト
ロ
フ
島
は
住
民
、
言
語
よ
り
し
て
我
国
の
領
土
で
あ
る
こ
と
を

主
張
し
た
。
是
れ
に
対
し
露
国
使
節
は
ヱ
卜
ロ
フ
島
は
百
年
前
よ
り
露
国
人

が
住
ん
で
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
と
し
、
ま
た
カ
ラ
フ
ト
島
に
つ
い
て
も
境
界

〈

8
〉

が
明
ら
か
で
な
い
の
で
定
め
た
い
と
云
う
も
の
で
あ
っ
た
。

我
が
特
使
は
之
に
対
し
、
露
国
は
大
国
で
新
地
を
得
る
に
念
な
き
由
で
あ

る
の
に
軍
卒
を
派
遣
し
て
い
る
。
こ
れ
は
速
か
に
引
払
わ
せ
る
よ
う
に
と
談

じ
、
条
理
整
然
と
論
じ
続
け
た
の
で
あ
っ
た
。
露
国
は
外
国
が
カ
ラ
フ
卜
島

を
窺
欝
す
る
た
め
派
遣
し
た
も
の
で
国
堵
が
決
定
せ
ば
早
々
に
退
去
す
る
と

〈

9
d

弁
亡
て
二
十
日
の
会
談
は
終
っ
た
。

二
十
二
日
再
度
の
会
談
を
致
し
、
カ
ラ
フ
ト
島
問
題
に
つ
い
て
、
川
路
左

衛
門
尉
は
カ
ラ
フ
ト
境
界
五
十
度
線
を
主
張
し
た
の
で
あ
っ
た
、
是
れ
カ
ラ

戸
川
山
〉

フ
ト
埼
界
五
十
度
説
の
嘱
矢
で
あ
る
。
こ
の
日
の
交
渉
に
於
い
て
露
国
使
節

は
ア
ニ
ワ
港
に
居
る
日
本
人
は
僅
か
に
二
十
人
で
あ
る
と
し
、
我
方
も
亦
調

査
せ
ず
に
は
是
れ
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
得
ず
と
し
、
来
春
二
・
三
月
頃
現

地
調
査
を
双
方
よ
り
立
会
人
を
派
遣
し
て
行
う
こ
と
を
露
国
使
節
は
申
立

て
、
我
が
特
使
は
是
れ
を
断
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
而
し
カ
ラ
フ
ト
島
に
居
住

す
る
松
前
藩
吏
は
夏
期
の
み
で
冬
期
は
留
ま
る
者
少
く
、
そ
の
支
配
も
現
実

ー

に
は
行
届
き
兼
ね
て
い
る
状
態
で
あ
っ
た
。
廿
四
日
に
は
再
び
会
談
を
聞

き
、
我
方
と
し
て
は
カ
ラ
フ
ト
全
島
は
判
ら
ぬ
が
、
ア
ニ
ワ
港
は
我
国
の
所

（日）

属
で
あ
る
こ
と
を
強
く
主
張
し
た
の
で
あ
っ
た
。

交
渉
は
十
二
月
末
日
ま
で
続
け
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
明
け
て
安
政
元
年
正

月
二
日
露
国
使
節
は
日
露
和
親
条
約
の
草
案
を
示
し
、
そ
の
中
で
、
国
境
は

北
は
ヱ
ト
ロ
フ
島
及
び
カ
ラ
フ
卜
島
の
南
端
に
あ
る
ア
ニ
ワ
港
に
限
る
と
定

l¥ 
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幕
末
日
露
交
渉
史
の
一
考
察

め
る
と
云
う
も
の
で
あ
っ
た
。
我
が
応
接
掛
筒
井
、
川
路
は
カ
ラ
フ
ト
島
五

十
度
線
境
界
は
外
国
の
書
に
も
あ
る
と
し
て
反
駁
し
た
・
の
で
あ
っ
た
が
、
幕

府
は
カ
ラ
フ
ト
島
調
査
に
つ
い
て
も
国
事
多
端
の
折
で
実
行
し
得
ず
、
是
に

対
し
使
節
は
カ
ラ
フ
ト
島
に
つ
い
て
西
欧
で
最
も
詳
し
く
知
る
の
は
露
国
で

（ロ）

あ
る
と
し
て
一
歩
も
譲
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
談
判
に
お
い
て
条

約
を
結
ぶ
に
至
ら
ず
、
露
国
使
節
は
長
崎
を
出
帆
し
た
の
で
あ
っ
た
が
同
年

十
月
十
八
日
再
び
下
回
港
に
渡
来
、
十
二
月
に
至
っ
て
延
ば
し
に
延
ば
し
て

（日〉

来
た
日
露
和
親
条
約
は
調
印
成
立
し
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
条
約
の
国
境
に
つ
い
て
の
第
二
条
は
次
の
如
く
取
決
め
ら
れ
た
。

「
第
二
条

今
よ
り
後
、
日
本
国
と
魯
西
亜
国
と
の
境
、
ヱ
ト
ロ
フ
烏
と

ウ
ル
ヲ
プ
島
と
の
間
に
あ
る
べ
し
、
ヱ
ト
ロ
フ
全
島
は
日
本
に
属
し
、
ウ

ル
γ
プ
全
島
そ
れ
よ
り
北
の
方
ク
リ
ル
諸
島
は
魯
西
亜
に
属
す
、
カ
ラ
フ

ト
島
に
至
り
て
は
、
日
本
国
魯
西
亜
国
の
間
に
お
い
て
、
界
を
分
た
ず
、

是
迄
之
通
た
る
べ
し
」

と
云
う
も
の
で
、
カ
ラ
フ
ト
島
の
埼
界
は
決
定
せ
ず
雑
居
と
い
う
形
で
終
っ

た
の
で
、
後
に
屡
々
紛
争
の
禍
根
を
残
す
に
至
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

（註）（
1
）
洞
富
雄
・
高
野
明
「
久
春
古
丹
の
ム
ラ
ヴ
イ
ヨ
フ
哨
所
」
日

本
歴
史
九
二
号
（
昭
＝
二
・
一
一
）
（
2
）
大
日
本
古
文
書
、
幕

末
外
国
関
係
文
書
一
巻
二
三
八
頁
（
3
）

問

書

一

巻

五

四
五
頁
（
4
）

問

書

一

巻

五

八

五

頁

、

一

一巻

一

四

O
頁

（5
）
同
意
同
二
巻
三
七
九
頁
そ
の
他
渡
来
し
て
よ
り
直
接
江
戸

に
向
う
と
と
を
長
崎
奉
行
K
迫
っ
て
い
る
。
（
6
）

問

書

三

巻

五
二
頁
（
7
）

問

書

三

巻

七

六

頁

（

8
）

問

書

三

巻

士
一
八
九
頁
（
9
）

問

書

三

巻

＝

一九
一
一
頁
（
叩
）
同
書
三
巻

四
O
O頁
（
日
〉
同
書
三
巻
四
三
六
頁
、
四
六
一
頁
（
臼
）

l¥ 
四

同

書

三

巻

四

六

一

頁

l
四
六
二
頁
四
巻

六
三
頁
（
日
）

徳
川
実
紀
、
温
味
院
殿
御
実
記
安
政
一
川
年
E
月
サ
日
条
。
大
日
本

古
女
書
、
幕
末
外
国
関
係
女
書
安
政
一
万
伝
十
一
一
月
廿
一
日
条
。

五、

カ
ラ
フ
ト
島
支
配
の
経
緯

我
が
松
前
藩
が
カ
ラ
フ
ト
島
を
巡
見
せ
し
め
た
初
め
は
寛
永
年
間
の
頃
で

あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
天
明
元
年
の
序
を
有
す
る
松
前
誌
に
よ
れ
ば
、

志
摩
守
公
式
家
臣
ヲ
シ
テ
ソ
ウ
ヤ
ヨ
リ
カ
ラ
フ
ト
ノ
「
ウ
ツ
シ
ヤ
ム
」
に

至
ラ
シ
メ
年
を
途
テ
「
タ
ラ
イ
カ
」
－
一
一
主
リ
シ
カ
其
棋
北
－
一
往
コ
ト
ヲ
得

ス
空
シ
ク
帰
帆
セ
シ

こ
と
が
記
さ
れ
て
あ
る
が
、
ま
た
島
の
内
状
に
つ

い
て
元
職
十
三
年
に
地
図

を
作
製
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
「
カ
ラ
フ
ト
島
の
地
理
－
一
於
テ
ハ
甚
タ
省
略

セ
ル
ナ
リ
」
と
あ
り
、
測
量
技
術
も
幼
稚
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
カ
ラ
フ
ト
島

に
つ
い
て
の
智
識
も
亦
不
確
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。
従
っ

て
松
前
藩
の
勢
力
も
行
届
か
な
か
っ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

カ
ラ
フ
ト
島
が
我
が
幕
府
の
注
目
の
地
と
な
り
、

露
国
の
勢
力
亦
入
乱
れ

て
、
そ
の
支
配
を
な
さ
ん
と
争
う
経
緯
に
つ
い
て
幕
末
に
至
る
迄
の
聞
を
二

つ
に
分
け
て
芳
干
述
べ
て
み
よ
う
。

ィ
、
天
明
以
前
の
状
況
こ
七
八
九
年
ま
で
）

前
述
し
た
よ
う
に
寛
永
年
間
に
カ
ラ
フ
ト
島
巡
見
が
松
前
審
吏
に
よ

っ
て

行
わ
れ
た
と
は
云
え
、
島
内
の
状
況
は
余
り
知
ら
れ
ず
、
幕
吏
の
調
査
に
よ

っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
去
っ
た
。
辺
要
分
界
。
図
考
に
よ
っ
て
み
る
に
、

「
－
七
二
八
年
以
前
よ
り
満
洲
に
属
し
た
る
由
和
蘭
の
書
に
載
た
り
」
と
記

し
、
ま
た
北
蝦
夷
図
説
に
も
「
此
辺
（
U
U
U

け
げ
た
一
山
）
の
居
夷
も
亦
往
昔
満

洲
に
入
貢
せ
し
云
々
」
と
記
し
て
お
り
、
同
書
は
ま
た
島
夷
を
支
配
す
る
に
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ハ
ラ
タ
（
曾
長
）
、
ヵ
i
シ
ン
タ
（
次
長
）
の
官
命
を
満
洲
よ
り
与
え
ら
れ
て

入
貢
し
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
満
洲
山
丹
人
と
の
交
通

が
以
前
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
然

る
に
十
八
世
紀
後
半
に
入
っ
て
は
山
丹
人
と
の
交
易
は
次
第
に
少
く
な
り
、

満
洲
の
支
配
も
亦
忘
れ
ら
れ
た
状
態
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
模
様
で
あ
る
。

口
、
天
明
以
後
嘉
永
年
間
ま
で
の
状
況

我
が
幕
吏
の
カ
ラ
フ
卜
島
に
対
し
て
の
調
査
等
が
盛
ん
に
行
わ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
の
は
天
明
五
年
（
一
七
八
五
年
）
を
俊
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。

即
ち
こ
の
時
代
に
な
っ
て
始
め
て
島
民
が
山
丹
人
と
交
通
し
来
っ
た
こ
と
、

或
は
ハ
ラ
夕
、
カ
l
シ
ン
タ
の
官
命
を
与
え
て
満
洲
の
支
配
が
あ
っ
た
こ
と

等
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
カ
ラ
フ
ト
島
に
幕
吏
が
在
住

し
、
是
れ
が
撫
育
に
当
り
、
島
民
の
窮
之
を
改
善
せ
ん
と
し
た
の
は
寛
政
十

年
前
後
よ
り
後
の
事
業
で
あ
る
。
こ
の
事
業
の
続
け
ら
れ
た
地
域
は
カ
ラ
フ

卜
島
の
南
部
に
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
寛
政
十
一
年
よ
り
十
四
年
の
聞

は
一
応
我
支
配
力
が
及
ん
だ
の
で
あ

っ
た
が
、
文
化
四
年
九
月
に
ク
シ
ュ
ン

コ
タ
ン
が
露
国
人
に
攻
撃
さ
れ
た
時
は
、
我
が
番
所
詰
人
は
不
在
で
あ
っ
た

こ
と
か
ら
も
、
我
が
国
の
幕
吏
の
在
住
は
夏
期
の
み
で
あ
っ
た
よ
う
で
冬
期

は
僅
か
に
残
存
し
て
い
る
処
も
あ
っ
た
と
云
う
状
態
で
怠

っ
た。

文
化
年
度
に
至
っ
て
は
我
が
支
配
力
も
一
時
引
上
げ
た
状
態
で
あ
っ
た
こ

と
は
、
彼
の
長
崎
談
判
に
お
い
て
露
国
使
節
プ
チ
ャ
ー
チ
ン
が
、
我
が
応
接

掛
筒
井
肥
前
守
、
川
路
左
衛
門
尉
に
対
し
、
ア
ニ
ワ
港
に
日
本
人
僅
か
に
二

十
人
程
度
在
住
す
る
の
み
と
公
言
せ
し
め
る
結
果
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

従
っ
て
川
路
左
衛
門
尉
等
は
長
崎
に
お
け
る
日
露
衣
渉
の
後
、
幕
府
に
対

し
カ
ラ
フ
ト
経
営
を
強
く
要
請
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
我
が
支
配
力
が
布

ラ
フ
ト
島
に
及
ん
だ
期
間
も
永
続
的
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
、
ま
た
地
域
的

幕
末
日
露
交
渉
史
の
一
考
察

に
も
島
の
南
部
に
限
ら
れ
て
い
た
模
様
で
あ
っ
た
。

一
方
露
国
の
そ
れ
は
、
我
方
よ
り
遅
れ
て
北
方
よ
り
入
り
来
た
と
は
云

え
、
彼
等
は
厳
寒
に
も
耐
え
、
住
居
を
構
え
て
嘉
永
、
安
政
年
間
に
至
る
と

日
露
の
比
重
は
既
に
逆
に
な
っ
て
た
こ
と
を
み
る
の
で
あ
る
。

従
っ
て
下
回
に
お
け
る
条
約
は
我
が
特
使
の
巧
な
反
論
に
も
拘
ら
ず
、
ヵ

ラ
フ
卜
島
国
境
線
を
定
め
る
こ
と
が
出
来
ず
、
日
露
両
国
人
の
雑
居
と
し
て

従
来
と
お
り
と
云
う
こ
と
に
決
定
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

当
時
我
国
人
の
カ
ラ
フ
ト
島
内
へ
の
勢
力
が
弱
い
状
況
に
あ
っ
た
が
故

に
、
露
国
に
と
っ
て
は
有
利
な
取
、
決
め
と
な
っ
た
こ
と
は
、
安
政
以
降
の
両

国
の
紛
争
の
度
毎
に
知
ら
き
れ
る
の
で
あ
っ
た
。

カ
ラ
フ
卜
島
支
配
の
経
緯
を
み
る
に
、
最
初
に
は
中
国
が
あ
り
、
続
い
て

我
国
が
渡
島
し
、
後
に
露
国
が
入
り
来
た
の
で
あ
っ
た
。
所
謂
領
有
の
背
景

と
な
る
経
緯
は
以
上
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

・

む

す

び

カ
ラ
フ
ト
島
領
有
は
明
治
八
年
に
な
っ
て
千
島
、
カ
ラ
フ
ト
日
露
交
換
条

約
に
よ
っ
て
決
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
所
謂
「
最
初
に
発
見
し
た
国
に
帰

属
す
る
」
と
す
れ
ば
中
国
に
そ
の
領
有
権
が
存
す
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

ま
た
「
主
権
の
支
配
圏
内
に
あ
る
」
と
す
る
領
有
説
を
以

っ
て
し
で
も
我
が

国
領
有
の
理
論
は
薄
弱
で
は
あ
る
ま
い
か
。
何
れ
に
し
て
も
カ
ラ
フ
ト
領
有

問
題
は
そ
の
経
鵠
並
に
関
係
国
聞
の
条
約
等
複
雑
さ
を
内
包
し
て
お
り
、
幕

末
以
降
明
治
初
期
に
至
る
ま
で
の
日
露
交
渉
は
現
に
支
配
し
て
い
る
国
に
有

利
に
展
開
し
て
い
る
よ
う
に
み
ら
れ
る
。
し
か
し
カ
ラ
フ
ト
島
支
配
の
経
精

は
、
中
国
、
我
国
そ
し
て
露
国
の
順
に
替
っ
て
来
た
こ
と
を
み
る
。
な
お
今

後
こ
の
問
題
を
明
ら
か
に
す
べ
く
研
究
し
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

l¥ 
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